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［１］ 生物多様性とは                                  ・ 

1. 生物多様性とは  

わたしたちが暮らすこの地球上には、森林や草原、河川、湿地、海洋など様々な環境があります。

これらの環境には、その場に適応した多種多様な生物がいて、それらの生物がお互いに影響をおよぼ

し合うことによって生態系がつくられています。また、同じ種類の生物の中にも、様々な個性があり

ます。生物多様性とは、このような個性とつながりのことだと言われています。 

生物多様性には、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性の三つのレベルがあり、その全て

がわたしたちの暮らしに深くかかわっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つのレベルの多様性 

2. 生態系の恵みを伝える（生態系サービス）  

 生物多様性の一員であるわたしたち人間も、毎日食べる

米や野菜、肉や魚から、木材や医薬など生物多様性の恵み

で暮らし、また、きれいな水や空気、さらには心の安らぎ

や芸術・文化など様々な生物多様性の恵みを受けていま

す。 

これらの生物多様性の恵みは、「生態系サービス」とも

いわれ「供給サービス」、「調整サービス」、「文化的サ

ービス」、「基盤サービス」に区分されています。 

  

 

くらしを支える生態系サービス 

遺伝子の多様性 

同じ種でも形態、模様、

鳴声、生態等が異なりま

す 

種の多様性 

一つの生態系には様々な

種が生息・生育していま

す 

 

生態系の多様性 

様々な環境に応じて、

様々な生態系が形成され

ています 川 海 里 森 

同種で模様が異なるナミテントウム
シ 
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［２］ 計画策定の背景（社会動向･国家戦略）                     ・ 

1. 世界の動向 ～ネイチャーポジティブ（自然再興）～ 

「自然を回復軌道に乗せるため、生物

多様性の損失を止め、反転させること」

と定義され、昆明・モントリオール生物

多様性枠組の 2030 年ミッションや、我

が国の生物多様性国家戦略 2023-2030

における 2030 年に向けた目標としても

位置づけられている考え方です。 

 

2. 国内の動向 ～30by30 ロードマップ～ 

昆明・モントリオール生物多様性枠組の合意に先立ち、G7 の一員として自国での 30by30 目標

達成を約束し、その目標達成に向けた行程と具体策について、生物多様性の関係省庁とともに2022

年４月に公表したロードマップです。 

［３］ 第二次生物多様性いちかわ戦略について                       ・ 

1. 戦略の目的 

第二次生物多様性いちかわ戦略（以下、「二次戦略」という。）は、市川市における「生物多様性地

域戦略」として、生物多様性基本法第 13 条（生物多様性地域戦略の策定等）に記載されるとおり、

市川市域における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な事項を示すことを目的と

しています。 

2. 位置付け 

以下に、二次戦略と二次戦略に対する市の上位計画、関連計画、生物多様性の保全に係る国際的な

取り決め、国、県の計画等との関係性について示します。 

本計画の位置付け 

［４］ 第二次生物多様性いちかわ戦略の基本理念、目標年次                ・ 

1. 基本理念「自然と自然」「文化と文化」「人と人」「自然と文化と人」のつながりを形成すること 

2. 目標年次 

短期目標 
（2030 年まで） 

『自然と共生し多様な命を育みながら世代を超えて学び楽しみつながるまち 

～多様な命を育む清流を取り戻す～』 

長期目標 
（2050 年まで） 

『市民生活や事業活動、行政活動等のあらゆる場面において、生物多様性への配慮が
浸透・定着している世界』 

2030年までのネイチャー･ポジティブに向けた自然のための測定可能な世界目標 
出典）生きている地球レポート2022 ネイチャー・ポジティブな社会を実現するために 

（世界自然保護基金、2022年10月）※上記出典の図は以下の文献を一部改変して作成しています。 

元文献）A Nature-Positive World: The Global Goal for Nature（Locke et al.、2021年4月） 

第二次生物多様性いちかわ戦略 

生物多様性国家戦略 2023-2030 

市川市総合計画 

第三次市川市 

環境基本計画 

生物多様性 

ちば県戦略 

・市川市都市計画マスタープラン 

・市川市みどりの基本計画 

・市川市景観基本計画 

・市川市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

・市川市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）等 

市川市自然環境保全再生指針 

昆明･モントリオール生物多様性枠組 

市の関連計画 

整合 

県 

凡 例 

市 国際 国 

連携 

整合 

活用 
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［５］市川市の生物多様性                              ・ 

市川市内には、樹林地や緑地、谷津河川や海辺の水辺環境まで様々な自然環境が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹林地、緑地 

北部の台地斜面を縁取るようにわずかに小規模な

斜面林等が残されており、管理方針を策定すること

で緑地や公園として保全されています。北西部には

緑地が広がっており、里見公園、国府台緑地、小塚

山公園、堀之内貝塚公園、堀之内緑地、じゅん菜池

緑地などを結ぶ緑の回廊を形成しています。  

砂州 

市の中央部にある砂質の高まりを「市川砂州」と

呼び、今の低地が海だったころに台地の縁が波で削

られ堆積してできた地形です。砂州の上に帯状に群

生していたクロマツは市の木であり、現在は保存協

定制度により保全・育成がされています。 

河川 

市域では江戸川とその支川である真間川水系の河

川があります。真間川流域の総合治水対策として国

分川調節池や大柏川第一調節池が整備され、治水機

能だけでなく、市民の憩いの場としても活用されて

います。また、大柏川では「多自然川づくり」も実

施しています。 

緑地 社寺林 クロマツ 

河川 調節池 多自然型護岸 



4 

！                                           ・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

海辺 

20 世紀半ば以前の東京湾海岸沿いの海岸湿地性

の自然環境は、1960 年代以降の埋め立て等の開発

により、急激に消失しました。現在は湿地や干潟に

生息する生物の保護のため、行徳鳥獣保護区の造成

や三番瀬を望む塩浜の親水事業として干潟の再生を

目指す取り組みが行われています。 

沿岸部はまた、江戸川の洪水回避のための江戸川

放水路があります。海水の入り江となっており、水

際は干潟となり、一部はヨシ群落の塩性湿地となっ

ています。 

台地、谷津 

市川市域の北部は台地が広がっており、北方向、

東北方向に大きな谷が伸びています。この大きな谷

から台地に向かって多くの細い谷が入り込んでお

り、「谷津」と呼ばれる細長い谷地形が形成されてい

ます。谷津の両側は急峻な斜面林となっており、斜

面林の裾からは湧水が多くみられます。この湧水は

谷津の周りに広がる梨園の土に雨水がしみこむこと

で生み出されています。 

谷津 梨園 

可動堰 三番瀬 放水路 

農地 
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［６］第二次生物多様性いちかわ戦略の体系                           ・ 

基本理念：「自然と自然」「文化と文化」「人と人」「自然と文化と人」のつながりを形成すること 

  名称 概要と目標 状態目標 行動目標 行動計画 施策内容 

基
本
戦
略
１ 

生物多様性の保全・再生 

「自然と自然をつなげる」 

残された自然を保全し、生物

多様性の豊かな自然環境を再

生することで、その自然をつ

なげて生き物のネットワーク

を創出していきます。 

自然がつなが

り生きものの

ネットワーク

が創出された

まち 

残された自然を

保全し、生物多

様性の豊かな自

然環境を再生す

る 

1 生物多様性を保全します 水辺環境の保全・再生 

湧水の保全 

身近な自然環境の保全・再生 

里山、里海の保全・再生 

2 自然共生サイトの取組み

を進めます 

市域内での自然共生サイト

登録に向けた取り組み 

自然共生サイトの維持管理 

3 外来種による被害の抑制

をはかります 

外来生物の拡散防止 

特定外来生物の分布・生息

状況の把握 

特定外来生物の防除 

基
本
戦
略
２ 

豊かな文化と景観の保全・創出 
「文化と文化をつなげる」 
自然とのかかわりの中で豊かな
暮らしを支え育んできた文化や
地域の自然に根差した多様な景
観を守りつなげていきます。 

豊かな文化と

景観が保全・

創出されたま

ち 

豊かな暮らしを

支え育んできた

文化や地域の自

然に根差した多

様な景観を守る 

1 伝統文化と自然の結びつき

についての知識を広めます 

地域の伝統ある行事と自然

環境の結びつきを周知 

2 文化的資産や社寺林のあ

る景観を守ります 

社寺と周辺緑地、巨樹巨木

の景観保全 

基
本
戦
略
３ 

様々な人や組織との協働 

「人と人をつなげる」 

様々な主体との連携により生

物多様性を保全していくため

に、人と人が手をたずさえ、

協働による取り組みを進めて

いきます。 

様々な主体と

の連携により

生物多様性が

保全されたま

ち 

人と人が手をた

ずさえ、協働に

よる取り組みを

進める 

1 市民と事業者の市の協働
により自然環境の保全を
行っていきます 

企業連携の推進 

2 多くの人が自然環境に興味

をもつ取組みを行います 

市内学校との連携の推進 

生物多様性について周知・

啓発の推進 

市民ボランティアを増やす 

生物多様性に関する調査と

資料・情報の収集・保存 

基
本
戦
略
４ 

生物多様性の持続可能な利用 

「人と自然と文化をつなげる」 

活発な経済活動によりもたら

される豊かな生活や自然との

つながりの中で形成された地

域性に富む文化を子どもたち

の未来につなげていきます。 

豊かな生活と

自然とのつな

がりの中で形

成された地域

性に富む文化

のまち 

生物多様性の持

続可能な利用に

よる活発な経済

活動 

1 自然にふれあえる機会を

作ります 

自然にふれあえる場の提供 

2 地球温暖化対策に取り組

みます 

再エネ、省エネの知識の普及 

グリーンインフラの推進 

3 生物多様性に配慮した事

業をおこないます 

公共事業における生物多様

性への配慮 

事業活動における生物多様

性への配慮 

4 生物多様性を生かした地

域活性化に取り組みます 

自然共生サイトをはじめと

した自然豊かな場の活用 

市民のレクリエーションの

推進 
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！                                             ・ 

  指標 現状値 目標値 

①河川のBOD、DO（溶存酸素）の環境基準達成率

（％） 

①BOD：75％、DO：100％ ①環境基準の達成及び年平均

（BOD↘、DO↗） 

②主要な湧水地での湧水の状況 

③雨水貯留施設・浸透施設の助成件数 

②著しい変化は無し(令和6年8月に湧水

（7地点）の状況を目視確認) 

③累計10件（159,150円） 

②主要な湧水(7 地点)の状況に著し

い変化がない→ 

③累計10件（240,000円） 

④都市公園の面積、数 ④面積：180.18ha 

 数：430箇所 

④面積：181ha 

 数：445箇所 

⑤鳥類ラインセンサスシンボル種の確認数（北東・北

西・中部）および鳥獣保護区の鳥類確認種数（南部） 

⑤シンボル種：1337羽 

 県：44種（R2年度） 

⑤維持→もしくは増加↗ 

⑥保護地域等の市域に対する面積割合 ⑥面積割合：約1.08％（登録数1箇所） 

（面積:0.049 ㎢(国分川)+0.56㎢(行徳

鳥獣保護区)＝0.609㎢） 

⑥面積割合：2.9％ 

⑦自然共生サイトでの活動回数 ⑦2回 ⑦2回（夏・秋/年） 

⑧市民の外来生物についての認知度（いちモニ） ⑧― ⑧「外来生物という言葉を聞いたこと

があり内容も知っている」人は90% 

⑨大町公園におけるアライグマ出現率 ⑨指数：0.11  

上昇率：--- 

⑨指数：0.19以下↘ 

上昇率10％/年 

⑩特定外来生物の捕獲数/捕獲ワナ設置件数 ⑩31頭/40基 ⑩「アライグマの捕獲数」の減少 

⑪イベント数（こめっとくらぶ） 

⑫イベント参加数（ノリ漉き体験） 

⑪12回 

⑫学校数：3校 

⑪回数維持→（12回） 

⑫学校数：10校 

⑬市川市保存樹木協定制度における協定本数 ⑬186本 ⑬290本 

⑭企業による自然共生サイトの支援実績（支援証明

書の発行数） 

⑭０件 ⑭11件 

⑮自然博物館による教育普及事業の実施 ⑮出前授業、グリーンスクール等 ⑮市内の学校等からの依頼に応じて

実施※ 

⑯自然環境講座等の開催数 

⑰「生物多様性」という言葉の認知度 

⑯2回 

⑰85％ 

※45％（聞いたことがあり内容も知っている）＋

40％（聞いたことはあるが内容は知らない） 

⑯8回 

⑰認知度 90% 

⑱環境活動団体登録数（環境活動団体・緑のボラン

ティア団体数） 

⑱環境活動団体：31団体 

 緑のボランティア団体：8団体 

⑱団体数増加↗ 

⑲生きものマップ投稿数/アクセス数 ⑲投稿数634件/アクセス数1,295件 ⑲アクセス数に対する投稿数の割合

↗ 

⑳あいねすとの来館者数（累計） ⑳38,114人 ⑳43,000人 

㉑太陽光発電設備（10kW未満）の設置容量 ㉑27,830㎾ ㉑178,269㎾ 

㉒グリーンインフラに関する施策数 ㉒― ㉒グリーンインフラに関する施策数↗ 

㉓生物多様性への意識（庁内アンケート） 

※「自然環境に配慮すべきと考えられる事業を行っ

ている」と答えた方の中で「生物多様性への意識

をもって事業を行っている」と答えた人の割合 

㉓― ㉓100% 

㉔30by30アライアンスに参加した市内の企業数 ㉔22社 ㉔企業数↗ 

㉕自然共生サイトを環境学習の場として活用したイ

ベントの開催数 

㉖大柏川第一調節池緑地での市民向け講座開催数 

㉕2回 

㉖23回 

㉕2回（夏・秋/年） 

㉖24回 

㉗動植物園来園者数 

㉘いちかわ市民キャンプ場・大洲防災公園・広尾防災公

園・ぴあパークにおけるバーベキュー場の利用者数 

㉗278,910人 

㉘計13,381人 

㉗来園者数増加↗ 

㉘計13,610人 

 ※評価は博物館協議会での評価による 



 

7 

［７］ 推進体制                                    ・ 

1. 各主体の役割と連携 

二次戦略が目指している生き物と自然のつながりを大切にしていくため、各主体は、それぞれの

役割を果たすとともに、一体となった協働が求められます。 

各主体の役割と連携 

市川市の役割 

市は、市域の生物多様性に関する調査研究及び資料・情報の収集整理、保存活

用を行い、いちかわ戦略に掲げる人と自然、そして文化をつなぐ施策を総合的・

計画的に展開していきます。また、多様な主体を支援し、共に協働して取り組む

ための仕組みづくりを推進します。 

市民の役割 

市民は、生き物と自然のつなが

りを大切にしていくため、日常生

活において生物多様性に配慮した

消費活動を行うとともに、身近な

生き物たちを温かく見守っていき

ます。また、市、国や県の実施す

る生物多様性に関する取り組みに

協力、参画するとともに、地域に

おける保全・再生活動の担い手と

して期待されます。 
 

市民団体の役割 

市民団体は、長年の経験を活か

し地域における保全・再生活動や

トラスト運動等の中心的役割が期

待されます。また、地域の生物多

様性の状況を熟知している主体と

しての立場から、主体的な活動を

推進していくために必要な将来へ

の提案も期待されます。 

 

事業者の役割 

事業者は、地域及び世界の生物

多様性に負荷の少ない事業活動の

展開が重要視されます。また、社

会貢献活動の一環として、里山・

里海の保全活動への参加等企業と

しての力を生物多様性の保全・再

生につなげる活動が期待されま

す。 

 

教育機関の役割 

小・中学校や高等学校などの教

育機関は、市川市が実施する環境

学習事業と連携して環境教育を推

進していくことが期待されます。

大学や博物館さらに自然や生物に

かかわる研究機関については、そ

の高度な専門的知見や豊富な資

料・情報を活かして、各主体に協

力、支援、助言などをおこなうこ

とが期待されます。 
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2. 各主体との推進体制 

生物多様性の保全と持続可能な利用を進め、生き物と自然のつながりを大切にしていくための取

り組みは、多様な主体との協働による推進が求められます。 

   

二次戦略の推進体制 

  

市 民 市民団体 

生物多様性いちかわ
戦略推進会議 

《事務局》 
環境部 総合環境課 

会議の招集 
・運営 

事 業 者 教育機関 

市 川 市 

・地域における保全・再生活動の推進 

・主体的な活動を推進していくために必

要な将来への提案 

・生物多様性保全のための施策の

立案・推進 

・施策の進捗状況を把握するため

に、「生物多様性モニタリング

調査」を実施し、この調査員を

募集 

・年に 1 回、施策等の進行管理

を実施 

・日常生活における生物多様性に配慮し

た行動 

・市、国や県の取り組みへの協力、参画 

・地域における保全・再生活動の担い手 

・生物多様性に負荷

の少ない事業活動

の展開 

・生物多様性保全・

再生活動への参加 

・教育機関による市

の環境学習事業と

の連携（環境教育

の推進） 

・研究機関による各

主体への支援、助

 

市川市環境審議会 

答 申 

諮 問 

（任務）本市の区域における環
境の保全及び創造に関する基本
的事項等について、市長の諮問
に応じ調査審議するとともに、
その実施について建議 
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